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岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 県は、新型コロナウイルス感染症と共生する「新たな日常」に対応するため、県

内モノづくり企業等（以下「補助事業者」という。）が行う新たな需要に対応するヘルス

ケア産業製品等の生産設備（金型）、分析・評価機器等の導入に要する経費に対し、予算

の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金等交付規則

（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）県内モノづくり企業等 営利の目的をもって事業を営み、県内に本社又は事業所を

有する法人又は個人（県内の税務署長に開業の届出をした、又はしようとする者に限

る。）をいう。 

（２）ヘルスケア産業製品等 医療、福祉（介護）及び健康（医薬品（保健機能食品を含

む。））分野の産業に関する製品等をいう。 

（３）生産設備（金型） 製品の製造の用に供する償却資産をいう。 

（４）分析・評価機器 製品の特性等の分析又は評価の用に供する償却資産をいう。 

（５）大企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中

小企業者及び同条第５項に規定する小規模企業者以外の企業をいう。 

 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下

「補助対象経費」という。）、補助要件並びに補助金の額は、別表第１のとおりとする。 

 

（欠格事由） 

第４条 第１条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる

名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括

する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、個人にあって

はその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経

営又は運営に実質的に関与している法人又は個人 

（４）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人

又は個人 

（５）役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損
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害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している法人又は個人 

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人又は個人 

（７）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有している法人又は個人 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であ

ることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、

これを利用している法人又は個人 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 補助金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければな

らない。 

３ 補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 補助金の交付決定には、次に掲げる条件が付されているものとする。 

（１）補助対象事業の内容の変更（補助対象経費の総額の２０％を超えない減額並びに補

助金の交付の目的及び補助対象事業の能率に影響を及ぼさない範囲の変更を除く。）を

する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（２）補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

（３） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難とな

った場合は、その旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）補助対象事業により取得し、又は効用の増大した財産については、補助対象事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営

を図ること。 

（５）補助対象事業の完了（中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。）後に、

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告により補助金に係る消費税

等に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、その

確定額を補助対象事業の完了の日の属する年度の翌々年度の６月１５日までに知事に

報告すること。 

（６）前号の規定による報告があった場合は、当該消費税等に係る仕入控除税額に相当す

る額を県に返還させることがあること。 

（７）この補助金の交付を受けた事業に対し、重複して他の都道府県、県及び県の外郭団

体の補助金等の交付を受けないこと。 

２ 前項第１号及び第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合並びに同項第５

号の規定により知事に報告する場合の申請書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるとおりとする。  

（１）前項第１号の承認 事業内容変更承認申請書（別記第２号様式）  



 

 - 3 - 

（２）前項第２号の承認 事業中止（廃止）承認申請書（別記第３号様式）  

（３）前項第５号の規定による報告 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

（別記第４号様式） 

 

（申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項の知事が定める期日は、補助金の交付の決定の日から１０日を

経過する日とする。 

 

（実績報告） 

第８条 実績報告書の様式は、別記第５号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、別記第５号様式において定める書類を添付しなければならない。 

３ 実績報告書の提出期限は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付時期等） 

第９条 補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。た

だし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合は、概算払に

より交付することができる。  

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に知事が指定するところに

より、別記第６号様式による補助金交付請求書を提出しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第１０条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第４条の規定に

該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。  

２ 知事は、規則第５条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決定を受け

た者が第４条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規

定により補助金の交付の決定を取り消すものとする。  

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の規

定により補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（事業実施等状況報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後２年間、当該

補助対象事業に係る過去１年間の状況等について、毎年度６月３０日までに、別記第７

号様式により知事に報告しなければならない。 

 

（財産の処分制限） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次

に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は破棄してはならない。 

（１）単価５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定める
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もの 

２ 規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間とする。 

３ 知事は、補助事業者が規則第２１条の規定により知事の承認を受けて財産を処分した

ことにより収入があったときは、その交付した補助金の全部又は一部を納付させること

ができる。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１３条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日

の属する年度の翌年度以後５年間とする。 

 

（書類の提出部数等） 

第１４条 この要綱により補助事業者が提出する書類の部数は、１通とする。 

 

（補助事業の表示） 

第１５条 補助事業者は、補助対象事業について県からの補助金を受けて実施する旨を別

表第２に定めるところにより表示するものとする。 

 

（立入検査等） 

第１６条 知事は、この要綱に基づく補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要

があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該事務担当職員にその事務所、

事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に知

事が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 
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別表第１（第３条関係） 

 

補助対象事業 補助対象経費 補助要件 補助金の額 

新型コロナウイ

ルス感染症と共

生する「新たな日

常」の需要に対応

するヘルスケア

産業製品等の生

産設備（金型）、

分析・評価機器等

を導入する事業 

 

生産設備（金型）、分

析・評価機器等の導入

に要する経費（消費税

等相当額を除く。） 

補助対象経費が２，０００千円以上（大企業

にあっては、１０，０００千円以上）である

こと。 

 

 

補助対象経費に３／４（大企業にあって

は、２／３）を乗じて得た額と６０，００

０千円とを比較して少ない方の額以内の

額（当該額に１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額） 

 



 

 - 6 - 

別表第２（第１５条関係） 

 

 

 

補助対象事業の標準的な表示方法 

 

看板、銘板、広報誌、チラシ、パンフレット等 

   

  

  表 示 

 

 

 

 

表示内容 

 

 

 

  この○○○は、岐阜県からの補助金を受けています。 

 

                                      ○年○月○日 

                                      補助事業者名 

  ア 表示方法は、看板、銘板、広報誌、チラシ、パンフレット等による掲載等とする。 

 イ 表示箇所は、紙面等の許す範囲とする。 

 ウ 表示された広報誌、チラシ、パンフレット等については、第８条に規定する実績報

告書に添付するものとする。 

 エ 生産設備（金型）、分析・評価機器等への表示のように実績報告書への添付ができ

ない場合は、生産設備（金型）、分析・評価機器等への表示が分かる写真を実績報告

書に添付すること。 
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別記 

第１号様式（第５条関係）                   年  月  日 

 

 

岐阜県知事 様 

 

 

申 請 者 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金交付申請書 

 

 

このことについて、下記のとおり標記補助金の交付を受けたいため、関係書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の目的及び内容 

 

別紙   年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

事業計画書のとおり 

 

 

２ 補助対象事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 

（１）補助対象事業に要する経費    金     円 

 

（２）補 助 対 象 経 費      金     円 

 

（３）補 助 金 申 請 額    金     円 
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別紙 

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

事業計画書 

 

 

１ 申請者の概要 

申請者名  

代表者 

役職・氏名 
 

本社所在地  

事業実施場所 
※事業実施場所が本社所在地と異なる場合は、実施場所を記入すること。 

 

資本金 千円 
従業員数 

（交付申請時） 
人 

事業業種 

（主たる事業） 
 

ＨＰアドレス  

 

【担当者】 

役職・氏名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

E-Mail アドレス  

 

※ 他の補助金等の交付申請・実績を記入（「他の補助金等の交付を受けた」又は「他

の補助金等の交付を現在申請中」の場合に記入すること。） 

補助金等の名称 

（機関名） 

 

 

交付（申請）者  

交付（申請）額  

交付（申請）年月日  

事業申請内容との相違点 

（補助対象内容等） 

※申請書、実績報告書等の写しを添付すること。 
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２ 事業の概要 

事業計画名 

※事業計画内容が明瞭となる事業計画名を 20～50文字で記入すること。 

なお、「事業計画名」は、公表することがありますのでご了承ください。 

 

 

事業背景 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による課題等と事業内容（取

組）との関連について、具体的かつ簡潔に記入すること。 

※開発・製造する新たなヘルスケア産業製品等の新規性や品質向上等の必要

性も踏まえ記入すること。 

※事業実施による今後の業界・市場への影響力や、申請者が目指す役割も 

記入すること。 

※事業背景に関する根拠・説明資料等も添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画内容 

※新型コロナウイルス感染症と共生する「新たな日常」に対応するヘルスケ

ア産業製品等に関する事業計画について、具体的かつ簡潔に記入すること。 

※申請者の発想力や着眼点及び自社等が持つ技術力との関連や創意工夫等も

含め記入すること。 

※導入する生産設備（金型）、分析・評価機器等の特徴・利点及び必要性も記

入すること。 

※事業計画内容に関する根拠・説明資料等も添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象設備等に

より生産する対象

製品等 

※事業により導入した生産設備（金型）、分析・評価機器等により生産する対

象製品等を記入すること。 
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補助対象設備等 

※導入する生産設備（金型）、分析・評価機器等を記入すること。 

① 

② 

 

設備導入予定日 
（開始予定）     年  月  日 ～ 

（完了予定）     年  月  日 

経費支払予定日   年  月  日 

成果目標 

※事業における達成目標について、事業実施前と比較した数値目標等を記入

すること。（例：新製品名、生産能力、製品出荷量、売上高等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スケジュール 

補助対象設備等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９ 月 10 月 11 月 12 月 １ 月 ２ 月 

①             

② 
     

      

 
     

      

 

４ 経費及び資金計画 

（１） 収入の部（資金調達内訳）                              （単位：円） 

経費区分 金  額 調 達 先 備    考 

補助金申請額    

自 己 資 金    

借  入  金    

国補助金等    

そ  の  他    

合   計   

  ※ 「補助金申請額」については、千円未満の端数を切り捨てて記入すること。 
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４ 経費及び資金計画                                                                                    

 （２） 支出の部                                                                                                 （単位：円） 

《記入上の注意》 

１  「積算等」欄には、補助対象設備等の経費ごとに積算内容を記入すること。 

（名称、積算明細（＠単価（消費税等込み）×数量＝金額（消費税等込み））、仕様、購入先等） 

  ２ 「補助対象事業に要する経費」欄には、当該事業を遂行するのに必要な経費を記入すること。金額については、見積書、価格表等によ

る正確な金額を記入すること。 

３ 「補助対象経費」欄には、「補助対象事業に要する経費」欄のうち補助金の交付の対象となる経費について、消費税等相当額を控除した

金額を記入すること。（※消費税等相当額は、対象経費になりません。） 

４ 「補助金申請額」欄には、「補助対象経費」の範囲内で補助金の交付を希望する額に、補助率（３／４（大企業：２／３））を乗じて得

た額（千円未満を切り捨てた額）を記入すること。 

  ５ 「（１）収入の部」の金額合計と「（２）支出の部」の補助対象事業に要する経費の合計は、一致すること。 

 

経費区分 

（補助対象設備等） 
積算等 

補助対象事業に 

要する経費 
補助対象経費 

左の負担区分 

自己負担分 補助金申請額 

① 
 

    

② 
 

    

 
 

    

合 計 
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５ 添付書類 

（１）申請者の会社案内、定款、登記簿謄本及び決算報告書（直近２期分） 

 

 （２）住民票（個人の場合に限る。申請時点の３ヶ月以内に発行されたものである 

こと。） 

 

（３）積算金額の根拠書類（見積書、価格表等） 

   

（４）納税証明書（次の発行機関における「未納に係る税がないことを証する書類」） 

①県税事務所（②③において徴収する県税以外のもの） 

②市町村役場（個人県民税に係るものに限る。個人の場合のみ） 

③税務署（地方消費税に係るものに限る。） 

※ 納税証明書は、申請時に取得可能な最新のものであること。 
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第２号様式（第６条関係）                               

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る事業内容変更承認申請書 

 

 

    年  月  日付け 第  号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業の内容

について、下記のとおり変更したいので承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更する事業名 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

３ 変更の内容 

（１）事業の内容 

経費区分 

（補助対象設備等） 
変   更   前 変   更   後 
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（２）経費の配分 

                                                                                          （単位：円） 

経費区分 

（補助対象設備等） 

補助対象事業に要する経費 補助対象経費 
左の負担区分 

自己負担額 補助金申請額 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

         

 

４ 添付書類 

（１）見積書等 

（２）その他参考となる書類 
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第３号様式（第６条関係）                              

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

    年  月  日付け 第  号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業の内容

について、下記のとおり中止（廃止）したいので承認を申請します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）する事業名 

 

 

 

 

２ 中止（廃止）の理由 

  ※ 具体的に記載すること。 

 

 

 

 

 

３ 中止の期間（廃止の時期） 
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第４号様式（第６条関係）                              

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業につ

いて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 岐阜県補助金等交付規則第１４条の規定による額の確定額 

  金         円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助金返還相当額）                       

金         円 

 

３ 添付書類 

  記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握で

きる資料、特定収入の割合を確認できる資料等）を添付すること。 
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第５号様式（第８条関係）                

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る事業実績報告書 

 

 

  年  月  日付け 第  号で交付決定を受けた標記補助金に係る事業

を  年  月  日付けで完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の

規定により次の書類を添えて報告します。 
 

記 
 

１ 補助対象事業（事業計画名） 

 

 

２ 補助対象事業に要した経費及び補助金の額 

（１）補助対象事業に要した経費     金     円 

 

（２）補 助 対 象 経 費     金     円 

 

（３）補 助 金 の 額     金     円 

 

３ 事業実績報告書 

別紙１のとおり 
 

４ 決算総表（収支決算書） 

別紙２のとおり 
 

５ 支出明細報告書 

   別紙３のとおり 
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別紙１ 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る事業実績報告書 

 

１ 申 請 者 

 

２ 代表者（役職・氏名） 

 

３ 事業計画名 

 

４ 補助事業期間 

開 始      年  月  日 

終 了      年  月  日 

 

５ 補助事業の成果 

（１）事業計画内容と実績 

※申請時の「事業計画内容」「成果目標」に対応させて、「生産・分析評価する対象製品

等」の製造（調整）状況（例：新製品名、生産能力、製品出荷量、売上高等）を記入す

ること。 

※「生産設備（金型）、分析・評価機器等」の導入実績を記入すること。 

※適宜、参考となる資料を添付すること。 

 

 

（２）今後の展開 

※今後の事業展開（計画）等を記入すること。 

※適宜、参考となる資料を添付すること。 

 

 

 

６ 添付書類 

（１）経理書類一式（見積書、納品書、請求書その他支払が確認できる書類等） 

（２）設備設置完成の写真 

（３）その他参考となる書類（固定資産台帳の写し） 
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別紙２ 

 

 

決算総表（収支決算書） 

 

（１） 収入の部（資金調達内訳）                                （単位：円） 

経費区分 
金  額 

備            考 
予算額 決算額 

補 助 金    

自 己 資 金    

借 入 金    

国補助金等    

そ の 他    

合 計    

※ 「補助金」については、千円未満の端数を切り捨てて記入すること。 
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（２） 支出の部（資金支出内訳）                                                    （単位：円） 

経 費 区 分 

（補助対象設備等） 

補助対象事業に要する経費 補助対象経費 
左の負担区分 

備 考 自己負担額 補助金額 

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額 

① 

         

② 
         

 
         

 
         

合  計          

《記入上の注意》 

１ 「予算額」欄には、申請書の計画の内容に記入したもの（補助事業計画を変更した場合は、承認を受けた変更後の計画に基づく

もの）を記入すること。 

２ 「補助対象経費」欄には、補助対象事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となる経費について、消費税額及び地方消費税

額を控除した金額を記入すること。 

３ 「補助金額」欄には、千円未満の端数を切り捨てた額を記入すること。 

４ 「予算額」欄と「決算額」欄が著しく相違するときは、その理由を「備考」欄に記入すること。 

５ 「収入の部」欄の金額合計と「支出の部」欄の補助対象事業に要する経費合計は、一致すること。 
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別紙３ 

 

支出明細報告書 

経 費 区 分 

（補助対象設備等） 
積  算  等 

補助対象事業に 

要する経費（円） 

補助金額 

（円） 

見 積 

年月日 

契 約 

年月日 

入 手 

年月日 

支 払 

年月日 

①        

②        

        

        

合  計        

《記入上の注意》 

１ 予定のものについては、（ ）書きとすること。 

２ 「積算等」欄には、補助対象設備等の経費ごとに名称、積算明細＠単価（消費税等込み）×数量＝金額（消費税等込み）、仕様等を 

記入すること。また、併せて購入先、支払先等を記入すること。 

    ３ 「補助対象事業に要する経費」欄には、消費税額及び地方消費税額を含めた額を記入すること。 

    ４ 「入手年月日」欄には、補助対象物件が納品された日を記入すること。 

    ６ 補助事業に関する帳簿を別途作成している場合は、本書に代えて当該帳簿のコピーを提出して差し支えないこと。 
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第６号様式（第９条関係）                        

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る交付（概算払）請求書 

 

 

    年  月  日付け  第  号で補助金の交付決定を受けた標記補助金に

ついて、下記金額の交付を請求します。 

 

記 
 

１ 交付請求する事業名 

 

 

２ 補助金請求額     金           円也 

    （内訳）交付決定額                            円 

            既受領済額                            円 

            確 定 額                            円 

            今回請求額                            円 

            残   額                            円 

 

３ 助成対象経費支出計画（概算払請求の場合のみ） 

別紙のとおり 

 
４ 振込先 

金 融 機 関 名                   銀行（金庫）     支店 

口座名義（ふりがな）  

預 金 の 種 別           普通  ・  当座 

口 座 番 号            
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別紙                                                                               

補助対象経費支出計画書  

経 費 区 分 

（補助対象設備等） 

積 算 等  金   額 

       (円) 

見 積 

年月日 

契 約 

年月日 

入 手 

年月日 

支 払 

年月日 

補助金充当額 

(円) 

備 考 

①         

②         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 合  計         

《記入上の注意》 

１ 予定のものについては、（ ）書きとすること。 
２ 「積算等」欄には、積算明細＠単価（消費税等込み）×数量＝金額（消費税等込み）、仕様等を記入すること。 

      ３ 「金額」欄には、消費税額及び地方消費税額を含めた額を記入すること。 
      ４ 「入手年月日」欄には、補助対象設備等が納品された日又は調査等が実施された日を記入すること。 
      ５ 「補助金充当額」欄には、千円未満の端数を切り捨てて記入すること。 

６ 「備考」欄には、購入先、支払先等を記入すること。  
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第７号様式（第１１条関係）  

  年  月  日 

 

岐阜県知事 様 

 

住  所 （郵便番号・住所） 

 

名  称 

 

代表者名 （役職・氏名）       印  

 

 

 

 年度岐阜県ヘルスケア産業関連設備等導入事業費補助金 

に係る事業実施等状況報告書（   年度報告） 

 

 

    年  月  日付け  第  号により交付決定を受けた標記補助金に係る

事業に関し、   年度の事業実施等の状況について、岐阜県ヘルスケア産業関連設

備等導入事業費補助金交付要綱第１１条の規定により下記のとおり報告します。 

                           

記 

 

 １ 事業計画名 

    

    

 

  ２  事業終了後の事業計画の実施状況 

 

        別紙のとおり 
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別紙 

 

          事 業 実 施        年度 

 

          事業実施等状況報告        年度分 

 

  １  事業終了後の事業計画の実施状況 

補助対象設備等 

① 

② 

 

成果目標 

 

実 績 

 

成果目標達成に

向けた取組に関

する課題及び今

後の方針 

 

 

  ２  事業実施等状況 

 

① 本年度事業収益             金        円 

   （補助対象事業に係る収益を記載すること。） 

 

② 本年度売上高 

（総売上高は、補助対象事業に係る売上げ以外も含めた金額を記載すること。） 

     総売上高              金        円 

     補助対象となった生産設備（金型）、分析・評価機器等による対象製品等

の売上高              金        円 

 

   （注）収益額及び売上高の算出の根拠となる資料を添付すること。 


